
議
第
三
十
四
号

岐
阜
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

岐
阜
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
県
、

県
民
、
自
転
車
利
用
者
、
事
業
者
等
の
責
務
並
び
に
市
町
村
及
び
交
通
安
全
関
係
団
体
の
役
割
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

自
転
車
の
利
用
に
係
る
交
通
事
故
の
防
止
並
び
に
自
転
車
の
利
用
に
係
る
交
通
事
故
に
よ
る
被
害
の
軽
減
及
び

被
害
者
の
保
護
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
が
安
全
に
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

自
転
車

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る

自
転
車
を
い
う
。

二

車
両

道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。

三

自
動
車
等

道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
及
び
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
原

動
機
付
自
転
車
を
い
う
。

四

道
路

道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。

五

自
転
車
利
用
者

道
路
に
お
い
て
自
転
車
を
利
用
す
る
者
を
い
う
。

六

児
童
生
徒
等

十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
を
い
う
。

七

保
護
者

児
童
生
徒
等
を
保
護
す
る
責
任
の
あ
る
者
を
い
う
。

八

学
校

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義

務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
及
び
高
等
専
門
学
校
、
同
法
第
百
二
十
四
条

に
規
定
す
る
専
修
学
校
並
び
に
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
を
い
う
。
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九

交
通
安
全
関
係
団
体

県
民
又
は
事
業
者
が
組
織
す
る
道
路
の
交
通
の
安
全
に
関
す
る
活
動
を
行
う
団
体

を
い
う
。

十

自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等

道
路
に
お
け
る
自
転
車
の
利
用
に
よ
っ
て
他
人
の
生
命
又
は
身
体
が
害

さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
損
害
を
塡
補
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
又
は
共
済
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
は
、
自
転
車
が
県
民
及
び
事
業
者
に
と
っ
て
身
近
な
交
通
手
段

で
あ
り
、
県
民
生
活
及
び
事
業
活
動
に
有
用
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
利
用
に
当
た
り
車
両
と
し
て
道
路
交
通

法
そ
の
他
の
法
令
の
遵
守
が
図
ら
れ
、
歩
行
者
、
自
転
車
及
び
自
動
車
等
が
共
に
安
全
に
安
心
し
て
道
路
を
通

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
は
、
県
、
市
町
村
及
び
関
係
行
政
機
関
並
び
に
県
民
、
自
転
車
利
用

者
、
保
護
者
、
学
校
、
事
業
者
及
び
交
通
安
全
関
係
団
体
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
し
て
社
会
全
体

で
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
自
転
車
の
安
全

で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

県
は
、
市
町
村
及
び
関
係
行
政
機
関
と
相
互
に
連
携
し
て
、
自
転
車
を
安
全
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
道

路
交
通
環
境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
責
務
）

第
五
条

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
県
が
実

施
す
る
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
転
車
利
用
者
等
の
責
務
）

第
六
条

自
転
車
利
用
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
必
要
な
知
識
及
び
技

能
を
習
得
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
車
両
の
運
転
者
と
し
て
の
責
任
を
自
覚
し
、
道
路
交
通
法
そ
の
他
の

法
令
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
歩
行
者
又
は
他
の
車
両
の
通
行
に
配
慮
し
て
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
護
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
保
護
す
る
児
童
生
徒
等
に
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
必

要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

学
校
の
長
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
当
該
学
校
の
児
童
生
徒
等
に
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
必

要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第
七
条

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
が
実
施
す
る
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
施
策
に
協

力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
自
動
車
等
を
運
転
す
る
者
の
責
務
）

第
八
条

自
動
車
等
を
運
転
す
る
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
自
転
車
が
安
全
に
道
路
を
通
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
配
慮
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
市
町
村
の
役
割
）

第
九
条

市
町
村
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
県
が
実
施
す
る
自
転
車
の
安
全
で
適

正
な
利
用
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
交
通
安
全
関
係
団
体
の
役
割
）

第
十
条

交
通
安
全
関
係
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
関
係
法
令
の
遵
守
に
関
す
る
啓
発
そ
の
他
の
自
転

車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
活
動
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

交
通
安
全
関
係
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
が
実
施
す
る
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す

る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
教
育
等
）

第
十
一
条

県
は
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
教
育
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
市
町
村
、
学
校
、
交
通
安
全
関
係
団
体
等
が
行
う
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
教
育
を

促
進
す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

保
護
者
は
、
そ
の
保
護
す
る
児
童
生
徒
等
に
対
し
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
教
育
を
行
う

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

学
校
の
長
は
、
当
該
学
校
の
児
童
生
徒
等
に
対
し
、
そ
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な

利
用
に
関
す
る
教
育
又
は
啓
発
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

自
転
車
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
事
業
者
は
、
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
自
転
車
を
道
路
に
お
い
て
利
用

す
る
者
に
対
し
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
教
育
又
は
啓
発
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

６

通
勤
に
自
転
車
を
利
用
す
る
従
業
者
（
以
下
「
自
転
車
通
勤
者
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
事
業
者
は
、
当
該
自

転
車
通
勤
者
に
対
し
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
教
育
又
は
啓
発
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

７

自
転
車
の
小
売
又
は
整
備
を
業
と
す
る
者
（
以
下
「
自
転
車
小
売
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
事
業

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
啓
発
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

８

自
転
車
の
貸
付
け
を
業
と
す
る
者
（
以
下
「
自
転
車
貸
付
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
貸
付
け
の
用
に

供
す
る
自
転
車
を
道
路
に
お
い
て
利
用
す
る
者
に
対
し
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
啓
発
を
行

う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

交
通
安
全
関
係
団
体
は
、
そ
の
活
動
の
機
会
を
通
じ
て
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
教
育
又

は
啓
発
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
検
整
備
等
）
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第
十
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
道
路
に
お
い
て
利
用
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
自
転
車
に
つ
い
て
、
定

期
的
な
点
検
及
び
必
要
な
整
備
を
行
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
両
側
面
に
反
射
器
材
を
備
え
る
こ
と
そ
の
他

の
交
通
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

自
転
車
利
用
者

そ
の
利
用
す
る
自
転
車

二

自
転
車
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
事
業
者

当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
自
転
車

三

自
転
車
貸
付
事
業
者

そ
の
貸
付
け
の
用
に
供
す
る
自
転
車

２

保
護
者
は
、
そ
の
保
護
す
る
児
童
生
徒
等
が
道
路
に
お
い
て
利
用
す
る
自
転
車
に
つ
い
て
、
定
期
的
な
点
検

及
び
必
要
な
整
備
を
行
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
両
側
面
に
反
射
器
材
を
備
え
る
こ
と
そ
の
他
の
交
通
事
故

を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
）

第
十
三
条

自
転
車
利
用
者
は
、
道
路
に
お
い
て
自
転
車
を
利
用
す
る
と
き
は
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
護
者
は
、
そ
の
保
護
す
る
児
童
生
徒
等
が
道
路
に
お
い
て
自
転
車
を
利
用
す
る
と
き
は
、
当
該
児
童
生
徒

等
に
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
の
促
進
等
）

第
十
四
条

県
は
、
自
転
車
利
用
者
の
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
を
促
進
す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
、
啓
発
そ

の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

通
学
に
自
転
車
を
利
用
す
る
児
童
生
徒
等
（
以
下
「
自
転
車
通
学
者
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
学
校
の
長
は
、

当
該
自
転
車
通
学
者
に
対
し
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
に
関
し
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
）

第
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
自
転
車
の
利
用
に
係
る
自
転
車
損
害
賠
償
責

任
保
険
等
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
よ
り
、
当
該
利
用

に
係
る
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

自
転
車
利
用
者
（
児
童
生
徒
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
保
護
者
）

当
該
自
転
車
利
用
者

二

自
転
車
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
事
業
者

当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
自
転
車
を
道
路
に
お
い
て
利
用

す
る
者

三

自
転
車
貸
付
事
業
者

そ
の
貸
付
け
の
用
に
供
す
る
自
転
車
を
道
路
に
お
い
て
利
用
す
る
者

（
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
の
促
進
等
）

第
十
六
条

県
は
、
交
通
安
全
関
係
団
体
及
び
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
に
係
る
保
険
者
と
連
携
し
、
自
転

車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
を
促
進
す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
、
啓
発
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
、
そ
の
自
転
車
の
利
用
に
係
る
自
転
車
損
害
賠

償
責
任
保
険
等
に
加
入
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
加
入
し
て
い
る
こ
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と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

自
転
車
通
学
者
が
あ
る
学
校
の
長

当
該
自
転
車
通
学
者

二

自
転
車
通
勤
者
が
あ
る
事
業
者

当
該
自
転
車
通
勤
者

三

自
転
車
小
売
等
事
業
者

当
該
自
転
車
小
売
等
事
業
者
か
ら
自
転
車
を
購
入
す
る
者
又
は
当
該
自
転
車
小

売
等
事
業
者
に
自
転
車
の
整
備
を
依
頼
す
る
者

３

自
転
車
貸
付
事
業
者
が
業
と
し
て
自
転
車
を
貸
し
付
け
る
と
き
は
、
そ
の
借
受
人
に
対
し
、
当
該
自
転
車
の

利
用
に
係
る
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
の
内
容
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

交
通
安
全
関
係
団
体
は
、
そ
の
活
動
の
機
会
を
通
じ
て
、
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
に
関

し
、
情
報
の
提
供
、
啓
発
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
市
町
村
の
条
例
と
の
関
係
）

第
十
七
条

こ
の
条
例
の
規
定
は
、
市
町
村
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
を
促
進

す
る
た
め
、
条
例
で
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
並
び
に
第
十
六
条
第

二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

説

明

自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
自
転
車
の
利
用

に
係
る
交
通
事
故
の
防
止
並
び
に
自
転
車
の
利
用
に
係
る
交
通
事
故
に
よ
る
被
害
の
軽
減
及
び
被
害
者
の
保
護
を

図
り
、
も
っ
て
県
民
が
安
全
に
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
、
こ
の
条

例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
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